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 特集：多職種連携に基づく在宅高齢者の口腔機能の維持・向上への取り組み 
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抄録
　千葉県柏市では，急激に高齢化が進む中，超高齢社会に対応するまちづくりに取り組むために，
2009年に東京大学・UR都市再生機構との 3者で，「柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会」を設置し
た．翌年には協定を締結し，主に「生きがい就労」と「在宅医療」の取り組みを進めている．在宅医
療の推進では「在宅医療に取り組む医師の負担軽減」「医療介護の多職種連携の推進」「情報共有シス
テムの構築」「市民への啓発及び相談」「地域医療拠点の整備」という 5つの取り組みを，医師会を始
めとする医療・介護関係団体と協働で行っている．
　その中で歯科については，柏歯科医師会を中心として，主に次にあげる二つの取り組みを行ってい
る．ひとつは「口腔ケアチェックシート」の作成と普及啓発である．多職種が簡便に利用者・患者の
口腔機能をアセスメントでき，ご本人・ご家族も同様にセルフチェックができるようなツールとして
当該シートを作成．口腔の問題を簡易に抽出し，必要時歯科医師につなぐような仕組みを作った．こ
の活用にあたっては，そもそも多職種間の顔の見える関係の構築が重要である．
　もうひとつは，総合特区制度を活用して，「リハビリ職による訪問リハビリ事業所の開設」及び「歯
科衛生士の居宅療養管理指導を，歯科医院から離れた場所から提供できる」規制緩和を申請したもの
である．この仕組みにより，同年11月に柏歯科医師会が「口腔ケアセンター」を設置．協力歯科医師
とセンターの歯科衛生士が雇用契約を締結し，居宅療養管理指導を行い，実施件数が増加していると
ころである．
　一方，単一職種の動きでは効率的な支援に限界があることから，特区制度の枠組みを活用して，口
腔・運動・栄養のサービスがトータルに提供できる仕組み（トータルヘルスケアステーション）を市
内で展開することを，歯科医師会・在宅リハビリテーション連絡会・栄養士会等と協議中である．予
防から人生の最終段階まで切れ目なく支援が提供でき，安心して暮らせるまちづくりを，関係団体と
連携して推進しているところである．
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I. はじめに

　柏市では，2010年から在宅医療を推進するためのプロ
ジェクトを立ち上げ，在宅医療・介護多職種連携の取り
組みを行ってきた．この取り組みは全国のモデルとなり，
2015年度の介護保険法の改正にも大きな影響を与えるこ
ととなった．今回は，このプロジェクトを開始するに
至ったこれまでの経緯と，具体的な取り組み，その取り
組みを行うに当たっての行政の役割，また，プロジェク
トにおける歯科の取り組みについても記述していく．

II. 柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会発足
の背景

₁ ．高齢化と将来推計
　千葉県柏市は，東京都心から約30キロの距離にあり，
東京のベッドタウンとして高度経済成長期に急激に人口
が増加し，現在は40万人を超える中核市である（2016年
4 月 1 日現在常住人口415,300人）．手賀沼や利根川に代
表される自然と市の中央部にあるJR柏駅周辺を中心と
した商業施設による賑わいが折り重なっている都市であ
り，2006年には，つくばエクスプレスが開業し，柏の葉
キャンパス駅エリアにおいては，東京大学や千葉大学を
中心とした先進的な学術の街としての注目も集まって

いる．
　そうした柏市においても，高齢化の波が徐々に打ち寄
せてきていた．我が国の高齢化は，従来，地方部におい
て，若者の都市部への流出により緩やかに進んでいたが，
これからは，いわゆる団塊世代が多く住む都市部におい
て急激に進行し，深刻化すると言われている．
　プロジェクト発足時となる約 5年前，柏市における
2011年10月 1 日現在の65歳以上の高齢者人口は80,686人，
柏市人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は20.0％
と，全国の割合である23.3％と比べると3.3ポイント下
回っており，全国水準より高齢化は進んでいない状況で
あった．しかし，国立社会保障・人口問題研究所が2008
年12月に公表した「日本の市区町村別将来推計人口」に
よれば，市の2030年の高齢者人口は約117,000人，高齢
化率は32.4％に達すると見込まれていた．さらに，75歳
以上の後期高齢者人口について見てみると，約75,000人
と市人口に占める割合は20.7％となり，2010年の約
30,000人から2.5倍に膨らむと推計されている状況で
あった．

₂ ．柏プロジェクト発足時における豊四季台地域の現状
と課題

　こうした状況の中，柏市内を地域別に見てみると，既
に高齢化率40％を上回る地域があることがわかった．

Abstract
　The Aging Society Research Group-Toyoshikidai Community in Kashiwa City was established to 
promote community development under close association with the University of Tokyo and the Urban 
Renaissance Agency. At present, Kashiwa City is conducting mainly two projects, the Lifelong Work 
Project and the Home Care System. Kashiwa City has performed five programs to promote home care, in 
cooperation with the medical association and other stakeholders, including: decreasing the burden 
among health care professionals, promoting of multidisciplinary cooperation, building information-
sharing for community residents, and providing the base for community health care.
　In this system, the dental association has developed a checklist of oral health care. The checklist is 
useful to assess the status of oral function for elderly individuals and their family members. If oral 
troubles are found after assessment, there is a route to connect the dental clinic in Kashiwa. Such a 
system has been established under a close relationship among various stakeholders.
　Furthermore, Kashiwa City applied “home visiting rehabilitation office conducted by rehabilitation 
professionals” and “guidance for management of in-home long-term care conducted by dental hygienists” 
to the Comprehensive Special Zone System. In the latter, the dental association established an Oral Care 
Center. Dental hygienists from the Oral Health Center can conduct guidance for management of in-home 
long-term care under the employment contract of each cooperating dentist.
　Moreover, Kashiwa City, the dental association, the home-visit rehabilitation association, and the 
dietetic association are discussing a new project, Total Health Care Station, to provide comprehensive 
services that include oral health, physical exercise, and nutrition. It is very important for each community 
resident to be provided sufficient dental care and oral health services by multidisciplinary cooperation in 
Kashiwa City.

keywords: integrated community care, home healthcare, long-term insurance, multi-disciplinary 
cooperation
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1964年に当時の日本住宅公団（現在のUR都市機構）が
約4,700戸規模で建設した豊四季台団地である．
　団地が造成された当時は東京オリンピックが開催され，
高度経済成長期の下，柏市のような大都市郊外では，大
規模な団地開発と大量の住宅供給が行われ，活況を呈し
ていた．それから約50年の月日が経ち，そうして移り住
んだ方達（いわゆる団塊世代）が一斉に定年を迎え，高
齢者となっている現状があった．
　2010年10月 1 日時点において，豊四季台団地内には
6,028人が住んでおり，その高齢化率は40.6％，後期高齢
者の割合は18.0％に達していた．これらの数値はいずれ
も，柏市全体で見た数値の 2倍以上の水準であった．一
方，要介護・要支援認定率を見てみると，市全体の数値
が12％であるのに対し，豊四季台団地の数値は10％と
なっており，市全体の数値よりも 2ポイント下回ってい
ることがわかった．これは，この団地が高齢期を過ごす
のに適していないことを証明する数字とも言える．例え
ば，エレベーターの設置されていない古い住宅棟は，上
位階の居住者がいったん足腰など体の具合を悪くすると，
外出ができなくなり，結果として，団地外への転出を余
儀なくされているということが推察されるためである．
長年住み慣れた地域を高齢期になって離れることは大変
不幸であり，柏市として看過できない問題であった．

₃ ．柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会の発足と目指
す方向性

　このような背景の下，UR都市機構による豊四季台団
地の建替え事業を契機とし，柏市，東京大学高齢社会総
合研究機構，UR都市機構の三者は，長寿社会に対応し
たまちづくりに産学官一体で取り組むべく，2009年 6 月
に「柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会」（以下，研
究会）を発足し，2010年 5 月には協定を締結した．
　研究会で三者が目指すところは，柏市としては，「市
内の高齢者が安心して元気に暮らすことができる街づく
りのあり方を検証すること」とした．また，東京大学と
しては，「超高齢化に対応する社会やシステム，技術を
提案することで，超高齢社会のトップランナーである日
本における取り組みを検証し，国内外に向けて発信する
こと」とした．さらに，UR都市機構は，「今後の超高齢
化を迎える団地のあり方とそのまちづくりを検証するこ
と」とした．
　平成24年度版『高齢社会白書』によると，2060年の我
が国の高齢化率は39.9％と推測されており [1]，研究会
発足当時の豊四季台地域が抱える課題は，将来の柏市，
しいては将来の日本の縮図であった．そうした意味で，
この 3者の取り組みは，将来の高齢化日本の街づくりの
試金石となる取り組みであると言っても過言ではないだ
ろう．
　その後，研究会での議論を重ね，「いつまでも在宅で
安心した生活が送れるまち」「いつまでも元気で活躍で
きるまち」をまちづくりの方針に掲げ，これらを実現す

るために在宅医療を中心とした，地域包括ケアシステム
の具現化を図ることとした．
　現在は，この豊四季台での取り組みを「柏プロジェク
ト」として市内全域に広げるため，地域医療や介護を推
進する拠点となる柏地域医療連携センターを整備し，在
宅医療を希望する方への主治医や必要となる多職種を紹
介したり，在宅医療・介護等に関する相談を受け付ける
などし，市民がいつまでも安心して住み慣れた地域で過
ごせるよう支援しているところである．

III. 在宅医療の推進

₁ ．在宅医療の必要性
　上述のとおり，今後，急激に高齢化が進展していく中，
柏市における高齢者医療をどのように構築していくべき
かという問題がある．そこで，市の医療機関の現状を
「平成21年地域保健医療基礎統計」を使って全国平均と
対比してみると，人口10万人当たりの一般病院病床数は，
全国1057.9に対して，市は814.4，一般病院病床利用率は，
全国79.9％に対して，市は85.0％となっており，病床の
需給は逼迫した状況が続いていることがわかった．この
ままの状況で高齢者が増加していくと，近い将来，病床
が高齢者で埋め尽くされてしまうという状況が懸念さ
れた．
　これに対して，病床数の増加により対応すべきという
考えもあったが，これについては，以下の点に留意する
必要があった．柏市の年齢階層別人口構成を平成24年10
月 1 日時点の住民基本台帳で見ると，いわゆる団塊の世
代人口が各年齢で7,000人程度であるのに対し，それよ
り下の世代（現在の50歳台）の人口は各年齢で概ね
4,500人程度で推移していた（図 1）．すなわち，団塊の
世代が後期高齢者になる10年後には大量の医療・介護
ニーズが発生するものの，その後10数年立つと，今度は
一気にその需要が縮まることを意味している．その後，
人口が増えるのは，いわゆる団塊ジュニアの世代（各年
齢ごとに6,000人程度）を待たなくてはならず，期間に
すると20年くらいの間隔があくことになる．
　こうした状況の中，既存の医療政策の延長として病床
を増設することは難しく，地域の資源の中で患者を診て
いく視点（＝在宅医療）がこれまで以上に必要になって
くるものと予測されたのである．
　また，高齢者医療のあり方を考える上で，もう一つ重
要な視点がある．それは，患者（市民）の希望である．
2008年に厚生労働省が調査した「終末期医療に関する調
査」によると [2]，終末期の療養場所に関する希望について，
必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割
合を合わせると，60％以上の国民が「基本的には自宅で
療養したい」と回答していることがわかった（図 2）．
　また，介護について見てみると，2010年に厚生労働省
が行った調査「介護保険制度に関する国民の皆さまから
のご意見募集」によると [3]，「自分の介護が必要になっ
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図 ₁ 　₂₀₁₁年 ₉ 月末日現在の柏市の人口グラフ（住民基本台帳によるデータ）

図 ₂ 　在宅医療に関する患者の希望と現状 [₂] 

図 ₃ 　在宅介護に関する利用者の希望 [₃]
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た場合」の希望として，74％が自宅で介護を受けたいと
回答している（図 3）．同じ内容の調査を「両親の介護
が必要になった場合」について行ったものを見ると，約
80％の人が自宅で介護したいと回答している．これにつ
いては，柏市民に対するアンケートでも同様の結果がで
ており，高齢者となり医療や介護が必要となっても，可
能な限り住み慣れた地域で生活したいという思いは市民
の切なる願いであると言える．しかし，現状の終末期医
療はそうした希望に応えるものとはなっておらず，自宅
で亡くなる人は全死亡者の中の 1割程度という割合に
なっている．
　柏市としては，高齢化の進展に伴う，そうした供給サ
イド（医療提供側）と需要サイド（患者側）双方の問題
を解決するためには，在宅医療を推進する政策が急務で
あると考えたのである．

₂ ．行政としての役割
　高齢化の進展に合わせ，在宅医療の推進が必要であっ
たことについては以上に述べたとおりであるが，肝心な
問題は，どこが主体となって進めていくかである．在宅
医療の推進のためには，医師同士の連携による医師の負
担軽減や多職種の連携の確保，病院のバックアップ体制
の確保などの取組みが必要となる．一方，当時において
そういった取り組みを行い，在宅医療の先進事例とされ
るものを見ると，そのほとんどが地域で開業する医療機
関であり，まれに地区医師会等の団体が担っている場合
もあるが，行政として積極的に関与している例はあまり
聞かなかった．
　地域の個人や特定の職種団体が地域住民のためにこう
いった役割を果たすことは賞賛されるべきことであるが，
その主体の性質上，どうしても体制が十分でなかったり，
地域の範囲が限定的にならざるを得ない部分がある．ま
た，公平性の観点から疑問視されるという問題も生じう
る．今後，高齢者が急増するわが国においては，こうし
た「点」のカバーだけでなく，広い地域を「面」でカバー
する体制の構築が求められており，そうした意味で行政
の果たす役割は大きくなっていくものと考えられた．
　次に，行政の中でも都道府県と市町村との関係につい
て整理が必要であった．当時，医療に関する政策は，医
療計画の策定と合わせて都道府県が主体となっていたた
め，在宅医療の推進に当たっては，以下の点に留意する
必要があった． 1点目は，在宅医療を整備する地域の単
位である．高齢者の生活を支える在宅医療は， 2次医療
圏域のように広域での整備を行う必要はなく，高齢者の
住み慣れた地域，つまり，日常生活圏域において整備し
ていく必要がある．高齢者に対する理想のケア体制とし
て厚生労働省が示す「地域包括ケアシステム」では，介
護，予防，住まい，生活支援サービスのほかに，在宅医
療についても日常生活圏域において提供体制を構築する
こととされていた [4]．これら日常生活圏域における
サービス整備は，都道府県よりも，基礎的自治体として

地域の実情を把握する市町村が担う方が効果的である．
　 2点目は，介護保険行政との連携・調整の必要性であ
る．在宅医療は，在宅で療養を要する患者を長期にわ
たって支えるものであり，こうした患者に対しては訪問
診療だけではなく，訪問看護，訪問薬剤指導，訪問リハ
ビリテーション，訪問介護やショートステイなどの各種
介護保険サービスが必要となり，また，これらのサービ
スを統括する介護支援専門員（以下「ケアマネジャー」）
や地域包括支援センターとの連携が重要となる．こうし
た介護保険サービスの整備調整や指導監督は保険者とし
て市町村が重要な役割を果たしている．
　以上の 2点を踏まえ，在宅医療を行政として推進する
主体は，都道府県よりも，市町村とすることが適当であ
り，市町村は，地域の実態に即した基礎的自治体として，
また，介護保険の保険者としての立場も生かしながら，
医師会等の関係者と密な関係を築きながら，在宅医療を
進めることが適当であると考えたのである．
　これらのことから，柏市においては，介護保険事業計
画である「第 5期柏市高齢者いきいきプラン21（平成24
年～平成26年）」において，いち早く在宅医療に関する
取組みを盛り込み，介護保険行政との整合を図りながら，
在宅医療の推進を図る姿勢を示したのである．当時は，
在宅医療に関して，介護保険法による法的位置づけも無
い中で，このような取り組みを行政が主体的に行おうと
したことは，全国的に見ても画期的な試みであった．

₃ ．在宅医療推進のための取り組み
　柏市では，在宅医療を推進するに当たり，行政である
市が主体性を持って，柏市医師会（以下「医師会」）等
の地域のキーパーソンと連携をとりながら，様々な取り
組みを行ってきた．以下にその具体的内容を紹介する．
₁ ）在宅医療に対する負担を軽減するバックアップシス

テムの構築
①かかりつけ医のグループ形成によるバックアップ
　（主治医・副主治医制）
　在宅医療の推進に当たっては，24時間の在宅医療体制
による医師の肉体的・精神的負担・外来診療への支障，
在宅医療のやり方への疑問・不安の解消が必要となって
くる．このような状況を解決するため，主治医の訪問診
療を補完する副主治医機能を設け，主治医・副主治医が
相互に協力して訪問診療を提供するシステムを構築した．
　こうした仕組みの構築は，行政が事務局となり，医師
会の役員等が構成員となる「医療ワーキンググループ」
を設置・開催し，数次にわたる議論を経て行われたもの
である．現在，この医療ワーキンググループの機能は，
医師会内に設置された在宅医によって構成される「在宅
プライマリ・ケア委員会」に移行（2016年 4 月現在の委
員数22名）し，主治医・副主治医制の更なる機能強化や
訪問看護ステーションとの連携等について議論を行って
いるところである．
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②急性増悪時等における病院のバックアップ体制の確保
　在宅医療を推進するためには，患者の急変時等に対応
するため，病院のバックアップ体制を確保することが必
要になる．また，在宅医療に向けてスムーズに患者の退
院を進めるためには，病院のスタッフに対して在宅医療
チームとの意識の共有や在宅医療の役割や意義について
理解していただくことが必要となる．
　こうした点について病院との関係を作るため，柏市で
は，市内の救急告示 9病院と国立がん研究センター東病
院から構成する「10病院地域連携会議（以下「10病院会
議」）」を構成し，定期的な意見交換を行ってきた．この
10病院会議において，病院側に対しては，「在宅医療へ
の移行時には，在宅側の要望を踏まえた様式を使用する
こと」，「在宅患者の急性増悪時には，原則として退院も
との病院が受け入れること」等が確認され，また，在宅
側は，「急性増悪時には，原則，在宅側スタッフが訪問
して対応すること」，「入院時には在宅主治医等から病院
の救急担当に対して必要な診療情報や，患者・家族の意
向について情報提供を行うこと」等について対応してい
くこととなり，病院側と在宅側が連携することについて
合意形成がなされたのである．
₂ ）在宅医療を行う医師等の増加及び多職種連携の推進
①在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会
　の実施
　柏市では，東京大学の協力を受け，医師会との共同主
催により，開業医が在宅医療に取り組む動機付けを与え
ることを主たる目的として「在宅医療推進のための地域
における多職種連携研修会」（以下「研修会」）を開催し
ている．初回は，2011年に実施し，2015年度には，通算
7回目となる研修会を 2日間に渡り開催した．これまで
に医師，歯科医師，薬剤師，訪問看護師，ケアマネ
ジャーなど365名の参加をいただいている．これまでの
参加者のうち，医師は54名，歯科医師は32名，歯科衛生
士は 9名が研修を終了している．また，2014年開催の第
6回研修会からは，医師会の発案・呼びかけで，近隣市
である，我孫子市医師会（第 6回 2名，第 7回 1名），
流山市医師会（第 6回 1名），野田市医師会（第 7回 1
名）から推薦を受けた医師の受講もあった．
　また，当該研修会は，柏市訪問看護ステーション連絡
会や，柏市介護支援専門員協議会をはじめとした，市内
の関係職能団体が共催する形で実施している．職能団体
が受講者を推薦することの意味は大きく，これにより
「個人」としての参加から，「団体代表」としての参加と
なり，研修を通じた学びを地域に還元する意識が高めら
れている．行政としては，研修運営にかかる事務をサ
ポートすることにより，医師，歯科医師はじめ多職種が
「面」となって在宅医療を支える体制づくりを継続的に
支援していきたいと考えている．
②訪問看護の機能強化
　2010年度の柏市内の訪問看護ステーションは12ヶ所で，
人口10万人対の事業所数は全国の6.8に比べて3.0であっ

た．また，常勤換算あたりの従業者数についても全国の
4.6人に比べ，3.4人といずれも低い状況であり，柏市の
訪問看護ステーションは，規模も小さく，また，ステー
ションの数自体も多くないという状況があった．小規模
の訪問看護ステーションが多いということは，安易に24
時間365日の対応が困難であることが予測されるため，
柏市としては，在宅医療において主要な役割を担う訪問
看護機能を強化すべく，様々な施策を実施している．
　具体的には，訪問看護の業務や役割について市民や多
職種に周知する「訪問看護フォーラム」や，結婚等によ
り現場を離れた潜在看護師を対象として市内の訪問看護
ステーション等への就職を紹介する「復職フェア」を訪
問看護事業者と共同で開催している．
　また，2013年度からは，国の交付金を活用し（2016年
度からは県基金を活用予定），訪問看護ステーションが
新規に看護師を雇用した場合に係わる費用について補助
金を交付する施策も実施し，訪問看護ステーションの体
制強化を図っている．
③医療職と介護職との連携強化
　在宅医療の推進のためには，医療と介護をまたぐ多職
種の連携が必要となる．例えば，ケアマネジャーは，医
師や看護師とよく相談した上でケアプランを組まなけれ
ば，不適切なサービス利用により患者の療養環境が損な
われることもありうるし，逆に，医師や看護師も，ケア
マネジャーや地域包括支援センターの職員から患者や家
族の生活情報を得ることで，適切な医療の提供が可能に
なることもある．
　こうした多職種の連携は，日ごろから顔を合わせ，意
見交換などを通じて意識を共有することが大事となる．
そのため，柏市では，2012年度から，市内の在宅医療・
介護に関わる全関係者を一堂に会した「顔の見える関係
会議」（以下「顔会議」）を開催している．2015年度まで
に通算16回の顔会議が開催されている．2014年からは，
市内 3ヵ所（北部・中央・南部）で地域別の顔会議も開
催している．病院医師，診療所医師，歯科医師，歯科衛
生士，薬剤師，訪問看護師，病院診療所看護師，病院地
域連携室職員，ケアマネジャー，地域包括支援センター
職員，介護スタッフ，栄養士，理学療法士などの在宅医
療・介護関係者が毎回180名前後集まり，名刺交換会や
グループワークを実施している．会議後にとったアン
ケートによると，翌日以降の多職種連携に役立ったとい
う回答が，名刺交換では93％，グループワークでは97％
という結果となり，一定の効果があったものと推察される．
　また，歯科医師からは，顔会議に参加したことにより
「職種の違いにより，アイデアや意見が，自分には思い
もつかないものであったり，心の優しい方々の意見を多
く聞くことができて，大変良かった．」，「歯科医師とし
て地域のことをほとんどわかっていなかったことを恥ず
かしく思う．今後も参加させていただいてもっと勉強し
ていきたい．」，歯科衛生士からも「家族の話から，チー
ム医療の大切さや成功部分が見えた．患者様の生きる意
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思に寄り添った家族がすばらしいと思う．医療資源に片
よりがちな視点をもっと柔軟にしていきたいと思った」，
「顔の見える関係会議に出席することで，これからの仕
事に役に立つと思う．」等，顔会議の有効性を感じたと
いう感想を多くもらうことができた．
　引き続き，こうした会議を通じて，多職種が文字通り
「顔の見える関係」を構築するとともに，在宅医療を受
ける市民のために気持ちを一つとしていただけることを
期待している．
₃ ）情報共有システムの構築
　柏市では，医療と介護をまたぐ多職種の連携を実践す
るツールとして，情報共有システムを運用している．こ
のシステムは，東京大学と㈱カナミックネットワークに
よって開発され，東京大学が運用主体となり，2012年度
から2013年度までの間に64症例の試行運用を行ってきた．
この施行期間を経て，2014年度から柏市が主体となり，
本格運用を開始したものである．
　情報共有システムでは，在宅療養する市民を担当する
主治医，副主治医，訪問看護師，歯科医師，歯科衛生士，
ケアマネジャーなどが，IDやパスワード等の付与によ
る，レベルの高い情報セキュリティ環境のもとで，パソ
コンやタブレット端末等を使用してリアルタイムで情報
共有できる様々な機能がある．共有する情報としては，
氏名や年齢，健康保険番号などの基本属性情報，家族構
成や住宅に関する情報，病状や服薬，バイタルサインな
どの医療情報，日常生活機能や介護サービスの利用状況
などを記録し，基本情報，アセスメント情報，計画情報，
日々の記録情報など多岐に渡っている．
　この情報共有システムの活用効果については，例えば
歯科の視点からは，口腔内の状況アセスメントとリスク
ケアについて，ケアの仕方をチーム内で共有できること
や，口腔内の様子を歯科医師や歯科衛生士から発信する
ことによって，今後考えられるリスクや対応策，また，
歯科医師や歯科衛生士の訪問時以外でも継続したケアが
行えるように，介護職とのケア内容を共有できることな
どが挙げられる．また，歯科は退院直後から患者に係る
事例は少なく，在宅医療が始まってから係る事が多いの
で，それまでの患者の経過を把握するためにも有効なシ
ステムであると言えるのではないだろうか．
　2016年 5 月末現在のID・パスワード保有者数は，848
人（登録事業所257ヵ所中）であり，このうち職種別に
見ると，医師は35人，歯科医師は19人となっている．こ
れは，柏市の在宅療養支援診療所及び在宅療養歯科支援
診療所数と同程度の数であり，市内の在宅医師，在宅歯
科医師は，ほぼこのシステムを使用していると言っても
いいだろう．
₄ ）市民への啓発，相談・支援
　このように，在宅医療推進システムの構築を進める一
方で，このシステムを実際に利用する市民に向けた啓発
活動にも取り組んでいる．2011年には，「在宅ケア柏市
民集会」を開催し，通算 4回の実施で延570名の市民に

集まっていただいた．同集会では，医師や看護師，ケア
マネジャー，地域包括支援センター職員をはじめ，患者
家族など在宅ケア関係者が講演し，在宅ケアについての
疑問や不安について市民と意見交換を実施した．
　また，市内各地区の社会福祉協議会や自治会などの地
縁団体に対して，より密度の濃い啓発を行うため，座談
会等による地域啓発活動を行っている．近年では，2014
年度に45回実施し，約1,700人，2015年度には43回実施，
約1,800人が参加するなど，きめ細かい啓発活動を行っ
ている．
　また，2012年には，在宅医療情報紙「わがや」準備号
を発行し，2016年 3 月に通算 8回目となる第 7号を発行
した．
　2014年度には，後述する柏地域医療連携センターの開
設を記念して，柏市医師会の協力の元，公募市民が実行
委員となり，健康や医療についての情報を医師から市民
にわかりやすく伝えてもらうための講演会「かしわ元気
塾」をスタートさせた．かしわ元気塾は，毎月 1回の開
催で，ほとんどの回で300名を超える申し込みをいただ
いている．最大では，400名を超える申し込みがあった
回もある．
₅ ）上記を実現する中核拠点（柏地域医療連携センター）

の設置
　上述したような様々な取り組みを総合的に実施し，在
宅医療を含めた柏市の地域医療を支える拠点として，柏
地域医療連携センター（以下「連携センター」）を2014
年 4 月に開設した（図 4）．連携センターは，医師会を
中心として，柏歯科医師会（以下「歯科医師会」），柏市
薬剤師会（以下「薬剤師会」）の協力の下で建築され，
柏市が三師会から建物の寄附を受けたものであり，全国

図 ₄ 　柏地域医療連携センターと地域包括支援センターの機
能と連携
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的にもあまり例が無いと思われる「民設公営」で運営さ
れている．この連携センターは，豊四季台団地内に建設
され，建物内には， 2階に医師会，歯科医師会，薬剤師
会のそれぞれの事務所が入居し， 1階には，柏市が運営
する総合窓口が設置されている．主な機能は次のとおり
である．
①患者が病院等から在宅医療に移行する際の在宅医療

チームのコーディネート機能
　主に病院から退院するに当たって，在宅医療が必要な
患者に対して，医師会や歯科医師会，薬剤師会等の関係
団体の協力も得ながら，患者に必要なサービスを提供す
る主治医・副主治医，歯科医，薬剤師，訪問看護師，ケ
アマネジャー等の職種を選定し，在宅療養を支えるため
の多職種チームのコーディネートを行っている．こうし
た機能があることにより，これまで以上に病院等から在
宅医療へと円滑に移行することが可能となる．
②患者や市民からの相談や情報提供の機能
　連携センターにおいては，医療だけでなく，看護，介
護の情報も集積することにより，患者や市民に対して総
合的な情報提供を行っている．

₄ ．歯科・口腔ケアに関連した取り組み
　柏市では，上述した取り組みを中心として，在宅医

療・介護多職種連携を図ってきた．この中で，歯科医師
会を中心とした取り組みについては，主に次の 2点があ
げられる．
₁ ）口腔チェックシート
　歯科が在宅医療に介入する目的は，口腔ケアにおける
保湿・保清により，口腔機能（摂食・咀嚼・嚥下・構音・
唾液分泌等）の維持・改善や誤嚥性肺炎等を予防する事
である．一方で，歯科が在宅医療に介入するきっかけと
して多いパターンは，歯が痛い，入れ歯が合わない・壊
れた等，患者本人の症状の自覚や訴えやより，初めて必
要性を認識する事が一般的であった．
　このような事から，歯科以外の在宅医療に係る多職種
でも，簡便に患者の口腔機能をアセスメントでき，同時
に患者本人や家族でも同様なセルフチェックができるよ
うなツール使う事により，歯科サポートの必要性を広く
認識してもらうため，歯科医師会では，口腔チェック
シート（お口のチェックシート）を作成した（図 5）．
　このシートを活用することにより，口腔の問題を簡易
に抽出し，必要時に歯科医師につなぐ仕組みが構築され
た．主に多職種が歯科医師につなぐことになるのだが，
そもそもこの仕組みを運用するためは，多職種間の顔の
見える関係が構築されていることが重要なポイントとな
る．柏市の場合は，前述した，顔会議等の取り組みより，

図 ₅ 　柏市「お口のチェックシート」
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既にその素地が出来上がっていたという事もあり，比較
的導入しやすい環境であったという事が言える．
₂ ）総合特区制度による特例措置
　柏市では，2013年 5 月より，総合特区制度による特例
措置が認められ，「リハビリ職による訪問リハビリテー
ション事業所の開設」と「歯科衛生士の居宅療養管理指
導を歯科医院から離れた場所から提供できる」という規
制緩和が適用される事となった（図 6）．
　この事により，リハビリ職は，病院，診療所，介護老
人保健施設でなくても訪問リハビリテーションを行う事
が可能となり，また，歯科衛生士は，歯科医療機関から
離れた場所から居宅療養管理指導を行う事が可能となっ
たのである（ただし，訪問リハビリステーションは訪問
看護ステーションと同様，医師の指示書により，その

サービスを提供することができるが，歯科衛生士の居宅
療養管理指導については，指示を受ける歯科医師の属す
る歯科医療機関と雇用契約を締結しなければならない）．
　歯科医師会では，この仕組みを活用して，2013年11月
に「口腔ケアセンター」を設置し，協力歯科医師と口腔
ケアセンターの歯科衛生士が雇用契約を締結し，居宅療
養管理指導を行っている．実施件数については，開設か
ら 1年半程度は増加傾向であったが，最近は横ばい傾向
にある（図 7）．これは，現時点における口腔ケアセン
ターの歯科衛生士が 1名であると言う事，また，制度上
「歯科医療機関との雇用契約」という制約が残されたこ
とにより，請求から報酬までのキャッシュフローが複雑
化しているため，雇用契約を結ぶ歯科医療機関も少数と
なり，ごく限られた状態での運用となっている事が要因

図 ₇ 　口腔ケアセンターにおける歯科衛生士による居宅療養管理指導実施件数の推移

図 ₆ 　柏市における総合特区法に基づく特例措置
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と考えられる．
　これらの状況に加え，リハビリ職，歯科衛生士，それ
ぞれが単一の職種で活動するだけでは，効率的な支援に
も限界が生じるため，柏市では，この特区制度の枠組み
を活用して，口腔・運動・栄養のサービスが一体的に提
供できる仕組みを構築し，市内展開する事を目指している．
　この仕組みを「トータルヘルスケアステーション構
想」として，早期実現に向けて医師会，歯科医師会，柏
市在宅リハビリテーション連絡会，東葛北部在宅栄養士
会等関係団体と市役所関係部署を交えて協議を行ってい
るところである．

IV. 高齢者の住まいと医療・介護サービスの組
み合わせ

　
　医療や介護の必要性が増しても住み慣れた地域での生
活を継続するためには，在宅医療の推進とともに，医
療・看護・介護サービスが連携して対応すること，さら
には高齢者の住環境の整備が必要である．
　この具体的な施策としては，サービス付き高齢者向け
住宅（以下「サ高住」）を豊四季台団地内に整備すると
ともに，様々な医療・介護サービスを同住宅建物の一階
部分に併設した．
　併設されるサービスの具体的内容としては，①グルー
プホーム（認知症対応型共同生活介護），②訪問看護ス
テーション，③小規模多機能型居宅介護，④在宅療養支
援診療所，⑤主治医診療所，⑥地域包括支援センター，
⑦子育て支援施設，⑧薬局，⑨居宅介護支援，⑩定期巡
回・随時対応型訪問介護看護が挙げられ，UR都市機構
の公募に応じた複数の民間事業者が連携してサービス提
供を行っている．
　これらのサービスは，サ高住の居住者だけでなく，地
域に展開していくことを公募の条件としており，豊四季
台地域全体を支える拠点としての機能を期待して設置し
たものである．

V. 第 ₆ 期介護保険事業計画

　在宅医療の推進や医療介護連携の促進は，地域包括ケ
アの構築という理念の下に介護保険政策と一体的に進め
ていくことが重要である．このため，柏市では，平成24
年度から始まる第 5期介護保険事業計画において，在宅
医療の推進施策について記載している．さらに，平成27
年度を開始年度とした第 6期介護保険事業計画において
は，在宅医療の需要が2025年に向けてどのように推移す

るかを示した将来推計を提示した．
　この推計によると，2015年から2020年までの 6年間で
約600人強の在宅医療需要の増加が見込まれることにな
る．柏市としては，こうした推計結果を医師会などの関
係者と共有するとともに，引き続き在宅医療にかかる施
策を推進することにより，在宅を担う専門職の計画的確
保に努めていく必要がある．
（※）東京大学及び東京大学の委託に基づく株式会社メディ
ヴァの推計による．

VI. おわりに

　以上に述べたとおり，柏市では，東京大学やＵＲ都市
機構などの関係者をはじめ，医師会，歯科医師会，薬剤
師会等関係団体の多大なる協力もあり，地域包括ケアシ
ステムの構築に向けた取組みが進められてきた．介護保
険者である柏市行政に求められることは，医師会をはじ
めとした関係団体と真摯に向きあい，これから起こりう
る高齢社会の課題について認識を共有するとともに，そ
の課題解決に向けて多職種が連携しやすくなるよう，陰
に日向にとコーディネートしていくことなのである．平
成27年度に改正された介護保険法に基づき，全国の市町
村でこの取組が進んでいくものと思われるが，柏市同様
の問題を抱える全国の各地域においてこの取組みが参考
となるよう，引き続き，関係者とともに努力していきたい．
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